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１. 届出の概要 

都市再生特別措置法＊の規定に基づき、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅等＊を

整備する場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合、都市機能誘導区域内

の誘導施設を休廃止する場合において、それらの行為を行おうとする者は、行為に着

手する日の３０日前までに市へ届出が必要となります。 

本市では、適切な誘導を進めるため、居住誘導区域外における住宅開発等や都市機

能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するために運用します。なお、都市

計画法に基づく開発行為＊の許可等の手続きは別に必要となります。 

 

(1) 届出の流れ 

市長は届出内容を把握するとともに、必要に応じて申請者に対して立地誘導のため

の支援措置などの情報提供や、何らかの支障が生じると判断した場合には申請者との

調整や勧告を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 手続きの流れ 

(2) 事前相談・届出 

   ホームページのフォームより、事前相談・届出を行ってください。 

(3) 問合せ先 

東海市 都市建設部 都市計画課 

ＴＥＬ ０５２－６１３－７８０７ ０５６２－３８－６３９８  

 
＊のついた用語は、用語集（24 頁）に説明があります。 

 

事前相談 

届出（行為着手の３０日前まで） 

事業者（申請者） 

・居住誘導区域外、都市機能誘導区域外で届出対象施設

にかかる開発行為、建築等行為＊を行う場合 

・都市機能誘導区域内での誘導施設の休止又は廃止 

東海市長（都市計画課） 

調整、勧告 

開発行為・建築等行為の手続き 

開発行為・建築等行為に着手 
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(4) 届出対象となる範囲（誘導区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.3.31 時点 

図 居住誘導区域及び都市機能誘導区域（１．北部）  
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2022.3.31 時点 

図 居住誘導区域及び都市機能誘導区域（２．西部）  

都市拠点都市機能誘導区域 

保健医療福祉拠点都市機能誘導区域 
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2022.3.31 時点 

図 居住誘導区域及び都市機能誘導区域（３．東部）  
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2022.3.31 時点 

図 居住誘導区域及び都市機能誘導区域（４．南部）  

保健医療福祉拠点都市機能誘導区域 



－6－ 

２. 居住誘導区域に係る届出 

(1) 届出対象となる行為 

居住誘導区域外において、以下の開発行為又は建築等行為を行う場合、本市への届

出が必要になります。 

 

開発行為 ・３戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

・１戸又は２戸の住宅の建築の目的とする開発行為で、その規模が

１，０００㎡以上のもの 

建築等行為 ・３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅と

する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・3戸以上、または1000㎡以上
の開発行為・建築等行為か

はい

・立地場所が

居住誘導区域外か

はい

届出必要 届出不要

いいえ

・事前調整

（居住誘導区域へ

の変更が困難）

はい

図 居住誘導区域外の運用フロー 

資料：「改正都市再生特別措置法等について」（国土交通省） 

 

図 開発行為及び建築等行為の届出の例 

【都市再生特別措置法第８８条】 
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(2) 届出の時期 

開発行為等に着手する３０日前までに届出を行ってください。 

 

(3) 届出書類 

届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に、添付書

類を添えて提出してください。なお、様式は、市の WEB サイトから、ダウンロードで

きます。 

 

① 届出書（様式） 

開発行為の場合 様式１ 

建築等行為の場合 様式２ 

上記２つの届出内容を変更する場合 様式３ 

 

② 添付書類 

開発行為の場合 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区

域の周辺の公共施設を表示する図面（縮尺１，０００分

の１以上） 

・設計図（縮尺１００分の１以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書 

建築等行為の場合 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（縮尺１０

０分の１以上） 

・住宅等の２面以上の立面図及び各階平面図（縮尺５０分

の１以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書 

上記２つの届出内容を変

更する場合 

・届出内容に変更が生じた図面・図書の変更前後 

 

 

(4) 届出を要しない行為 

以下に掲げる行為については、届出を要しない場合があります。 

 

①軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

②非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

③都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める

行為 

④その他市町村の条例で定める行為※ 

 

 

  

 
※
本市では条例は定めておりません 
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３. 都市機能誘導区域での届出 

(1) 届出対象となる行為 

都市機能誘導区域外において、以下の開発行為又は建築等行為を行う場合、本市へ

の届出が必要になります。設定した誘導施設は各都市機能誘導区域で異なりますので、

誘導施設毎で届出対象となるか確認が必要です。 

また、都市機能誘導区域内において、誘導施設の休止または廃止を行う場合も、本

市への届出が必要になります。 

 

開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 

建築等行為 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有

する建築物とする場合 

休止・廃止 ・都市機能誘導区域内で誘導施設の休止・廃止を行う場合 

 

表 都市拠点都市機能誘導区域での誘導施設 

誘導施設 適用 

大学 学校教育法第 1 条に定める大学 

病院 医療法第 1 条の 5 に定める病院で 200 床以上のもの 

宿泊機能と集会機能 

の複合施設 

東海市ホテル等の誘致に関する条例に定めるホテル等のう

ち、市民の会合や料飲＊等に利用できる機能（ホール等）を

有するもの 

複合施設 

上記の大学、病院又は宿泊機能と集会機能の複合施設に、小

規模保育所等の都市の魅力を高める付帯・補完機能を持つ施

設が複合したもの 

教育文化施設 

都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱第 1 条の 3 第 4 項

に規定する教育文化施設 

（民間施設整備するものは除く） 

 

表 保健医療福祉拠点都市機能誘導区域での誘導施設 

誘導施設 適用 

病院 医療法第 1 条の 5 に定める病院で 200 床以上のもの 

商業施設 生鮮品を扱うスーパー等で店舗面積＊が 1,000 ㎡以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 都市機能誘導区域外の運用フロー 

・建物用途が、設
定された誘導施

設に該当するか

・立地場所が
都市機能誘導区

域外か

届出必要

はい

はい

届出不要

・建物用途が、他の
都市機能誘導区域
で設定された誘導

施設に該当するか

いいえ

いいえ

はい

・両地区に

共通する

建物用途か

いいえ

はい

はい

・事前調整

（居住誘導区域へ

の変更が困難）

【都市再生特別措置法第１０８条及び１０８条の２】 
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(2) 届出の時期 

開発行為等に着手、または誘導施設の休止・廃止する３０日前までに届出を行って

ください。 

 

(3) 届出書類 

届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に、添付書

類を添えて提出してください。なお、様式は、市の WEB サイトから、ダウンロードで

きます。 

 

① 届出書（様式） 

開発行為の場合 様式４ 

建築等行為の場合 様式５ 

上記２つの届出内容を変更する場合 様式６ 

誘導施設を休止・廃止する場合 様式７ 

 

② 添付書類 

開発行為の場合 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区

域の周辺の公共施設を表示する図面（縮尺１，０００分

の１以上） 

・設計図（縮尺１００分の１以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書 

建築等行為の場合 ・敷地内における建築物の位置を表示する図面（縮尺１０

０分の１以上） 

・建築物等の２面以上の立面図及び各階平面図（縮尺５０

分の１以上） 

・その他参考となるべき事項を記載した図書 

上記２つの届出内容を変

更する場合 

・届出内容に変更が生じた図面・図書の変更前後 

誘導施設を休止・廃止する

場合 

・不要 

 

 

(4) 届出を要しない行為 

以下に掲げる行為については、届出を要しない場合があります。 

 

①軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

②非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

③都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める

行為 

④その他市町村の条例で定める行為※ 

  

 
※本市では条例を定めておりません 
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４. 届出書（様式） 

 

【様式１】 

開発行為届出書 

 都市再生特別措置法第 88 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により

届け出ます。 

 

 元号 ▽年 ▽月 ▽日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 東海市中央町１丁目１番地 

                     氏名 東海 太郎        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開
発
行
為
の
概
要 

1.開発区域に含まれる地域の名称 東海市□□町○丁目○番地 

2.開発区域の面積 □，□□□平方メートル 

3.住宅等の用途 一戸建ての住宅 

4.工事の着手予定年月日 元号 ○年 ○月 ○日 

5.工事の完了予定年月日 元号 □年 □月 □日 

6.その他必要な事項  

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

 

記載例 
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【様式１】 

開発行為届出書 

 都市再生特別措置法第 88 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記のよう

に届け出ます。 

 

     年  月  日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 

                     氏名              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開
発
行
為
の
概
要 

1.開発区域に含まれる地域の名称  

2.開発区域の面積 平方メートル 

3.住宅等の用途  

4.工事の着手予定日   年  月  日 

5.工事の完了予定日   年  月  日 

6.その他必要な事項  

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

 

  



－12－ 

 

【様式２】 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して 

住宅等とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第 88 条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

について、下記により届け出ます。 

 

 元号 ▽年 ▽月 ▽日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 東海市中央町１丁目１番地 

                     氏名 東海 太郎         

 

 

 

 

 

1.住宅等を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

（所在・地番）東海市□□町○丁目○番地 

（地目）宅地 

（面積）□□平方メートル 

2.新築しようとする住宅等又は改築若

しくは用途の変更後の住宅等の用途 
共同住宅 

3.改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

4.その他必要な事項 

（戸数）△戸 

（着手予定年月日）元号 ○年 ○月 ○日 

（完了予定年月日）元号 □年 □月 □日 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

 

 

記載例 
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【様式２】 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して 

住宅等とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第 88 条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

について、下記のように届け出ます。 

 

     年  月  日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 

                     氏名              

 

 

 

 

 

 

開
発
行
為
の
概
要 

1.住宅等を新築しようとする土地又は改築若しく

は用途の変更をしようとする建築物の存する土地

の所在、地番、地目等および面積 

 

2.新築しようとする住宅等又は改築若しくは用途

の変更後の住宅等の用途 

 

3.改築又は用途の変更をしようとする場合は既存

の建築物の用途 

 

4.その他必要な事項 

 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 
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【様式３】 

行為の変更届出書 

 

 元号 ▽年 ▽月 ▽日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 東海市中央町１丁目１番地 

                     氏名 東海 太郎        

 

 都市再生特別措置法第 88 条第 2 項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記

により届け出ます。 

 

記 

 

 

1.当初の届出年月日 

元号 ▼年 ▼月 ▼日  

 

 

2.変更の内容 

 開発区域面積の変更（□□平方メートル→△△平方メートル） 

 

 

3.変更部分に係る行為の着手予定日 

 元号 ○年 ○月 ○日 

 

 

4.変更部分に係る行為の完了予定日 

元号 □年 □月 □日 

 

 

 

 

 

 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

※２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

記載例 
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【様式３】 

行為の変更届出書 

 

     年  月  日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 

                     氏名              

 

 都市再生特別措置法第 88 条第 2 項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記

のように届け出ます。 

 

記 

 

 

1.当初の届出年月日 

年  月  日  

 

 

2.変更の内容 

 

 

 

3.変更部分に係る行為の着手予定日 

 

 

 

4.変更部分に係る行為の完了予定日 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

※２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること 
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【様式４】 

開発行為届出書 

 都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により

届け出ます。 

 

 元号 ▽年 ▽月 ▽日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 東海市中央町１丁目１番地 

                     氏名 東海 太郎        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開
発
行
為
の
概
要 

1.開発区域に含まれる地域の名称 東海市□□町○丁目○番地 

2.開発区域の面積 □，□□□平方メートル 

3.建築物の用途 シティホテル及び小規模保育所 

4.工事の着手予定年月日 元号 ○年 ○月 ○日 

5.工事の完了予定年月日 元号 □年 □月 □日 

6.その他必要な事項 （建物等の名称）△△シティホテル 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

 

記載例 



－17－ 

【様式４】 

開発行為届出書 

 都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記のよう

に届け出ます。 

 

     年  月  日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 

                     氏名              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開
発
行
為
の
概
要 

1.開発区域に含まれる地域の名称  

2.開発区域の面積 平方メートル 

3.建築物の用途  

4.工事の着手予定日   年  月  日 

5.工事の完了予定日   年  月  日 

6.その他必要な事項  

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 
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【様式５】 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を 

変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

 

 元号 ▽年 ▽月 ▽日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 東海市中央町１丁目１番地 

                     氏名 東海 太郎         

 

 

 

 

1.建築物を新築しようとする土地又は改

築若しくは用途の変更をしようとする建

築物の存する土地の所在、地番、地目等お

よび面積 

（所在・地番）東海市□□町○丁目○番地 

（地目）宅地 

（面積）□□平方メートル 

2.新築しようとする建築物又は改築若し

くは用途の変更後の建築物の用途 
商業施設 

3.改築又は用途の変更をしようとする場

合は既存の建築物の用途 
 

4.その他必要な事項 

（建物等の名称）△△ショッピングセンター 

（着手予定年月日）元号 ○年 ○月 ○日 

（完了予定年月日）元号 □年 □月 □日 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

 

記載例 
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【様式５】 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を 

変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記のように届け出ます。 

 

     年  月  日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 

                     氏名              

 

 

 

 

 

 

開
発
行
為
の
概
要 

1.建築物を新築しようとする土地又は改築若しく

は用途の変更をしようとする建築物の存する土地

の所在、地番、地目等および面積 

 

2.新築しようとする建築物又は改築若しくは用途

の変更後の建築物の用途 

 

3.改築又は用途の変更をしようとする場合は既存

の建築物の用途 

 

4.その他必要な事項  

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 
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【様式６】 

行為の変更届出書 

 

 元号 ▽年 ▽月 ▽日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 東海市中央町１丁目１番地 

                     氏名 東海 太郎        

 

 都市再生特別措置法第 108 条第 2 項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記

により届け出ます。 

 

記 

 

 

1.当初の届出年月日 

元号 ▼年 ▼月 ▼日  

 

 

2.変更の内容 

 建築物の用途の変更（小規模保育所の削除） 

 

 

3.変更部分に係る行為の着手予定日 

 元号 ○年 ○月 ○日 

 

 

4.変更部分に係る行為の完了予定日 

元号 □年 □月 □日 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

※２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

記載例 
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【様式６】 

行為の変更届出書 

 

     年  月  日 

 

 

（宛先）東海市長 

 

 

                 届出者 住所 

                     氏名              

 

 都市再生特別措置法第 108 条第 2 項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記

のように届け出ます。 

 

記 

 

 

1.当初の届出年月日 

年  月  日  

 

 

2.変更の内容 

 

 

 

3.変更部分に係る行為の着手予定日 

 

 

 

4.変更部分に係る行為の完了予定日 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

※２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること  
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【様式７】 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

  元号 ▽年 ▽月 ▽日 

 

 

（宛先）東海市長 様 

 

 

届出者  住 所  東海市中央町１丁目１番地 

 

氏 名  東海 太郎        

 

都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき，誘導施設の（休止・

廃止）について，下記により届け出ます。 

 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称，用途および所在地 

  【名 称】△△ショッピングセンター 

  【用 途】商業施設 

  【所在地】東海市□□町〇丁目〇番地 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 

  元号 ○年 ○月 ○日 

３ 休止しようとする場合にあっては，その期間 

   

４ 休止（廃止）に伴う措置 

(1)  休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合，予定

される当該建築物の用途 

 

(2)  休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合，当該

建築物の存置に関する事項 

     使用予定は未定。使用予定が決まるまでは、適切な管理のもと存置する。 

 

注１ 届出者が法人である場合においては，氏名は，その法人の名称および代表

者の氏名を記載してください。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場

合においては，押印を省略することができます。 

３ ４（２）欄には，当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必

要な管理その他の事項について，当該建築物を存置する予定がない場合は当

該建築物の除却の予定時期その他の事項について記入してください。 

 

 

 

記載例 
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【様式７】 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）東海市長 様 

 

届出者  住 所             

 

氏 名             

 

都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき，誘導施設の（休止・

廃止）について，下記により届け出ます。 

 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称，用途および所在地 

  【名 称】 

  【用 途】 

  【所在地】 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 

 

３ 休止しようとする場合にあっては，その期間 

 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

(1)  休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合，予定

される当該建築物の用途 

 

(2)  休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合，当該

建築物の存置に関する事項 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては，氏名は，その法人の名称および代表

者の氏名を記載してください。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場

合においては，押印を省略することができます。 

３ ４（２）欄には，当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必

要な管理その他の事項について，当該建築物を存置する予定がない場合は当

該建築物の除却の予定時期その他の事項について記入してください。 
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５. 用語集 

用 語 内 容 

開発行為 主として、(1)建築物の建築、(2)第１種特定工作物（コンク

リートプラント等）の建設、(3)第２種特定工作物（ゴルフ

コース、１ha 以上の墓園等）の建設を目的とした「土地の

区画形質の変更」のこと。（都市計画法第 4 条第 12 項） 

建築等行為 建築基準法第2条第1号に規定する建築物等を建築する行為

のこと。 

住宅等 一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の

一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる

ように建築又は改造されたもの等のこと。 

店舗面積 大規模小売店舗立地法第 2 条に規定される小売業（飲食店業

を除くものとし、物品加工修理業を含む）を行うための店舗

の用に供される床面積。 

都市再生特別措置法 近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経

済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっ

ていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都

市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図り、あわせて

都市の防災に関する機能を確保するため制定されたもの。

（平成１４年６月１日施行） 

料飲 料理や飲食のこと。 

 

 


